
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

（
傍
線
部
分
は
、
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
）

第
一

道
路
法
の
一
部
改
正

一

歩
道
に
お
け
る
占
用
の
禁
止
又
は
制
限

道
路
管
理
者
は
、
幅
員
が
著
し
く
狭
い
歩
道
に
つ
い
て
歩
行
者
の
安
全
か
つ
円
滑
な
通
行
を
図
る
た
め
に
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
歩
道
の
占
用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
関
係
）

二

占
用
物
件
の
維
持
管
理
義
務

１

道
路
占
用
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
占
用
物
件
の
維
持
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

２

道
路
管
理
者
は
、
道
路
占
用
者
が
１
の
基
準
に
従
っ
て
占
用
物
件
の
維
持
管
理
を
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
道
路
占
用
者
に
対
し
、
そ
の
是
正
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
三
十
九
条
の
八
及
び
第
三
十
九
条
の
九
関
係
）



三

沿
道
区
域
内
に
あ
る
土
地
等
の
管
理
者
に
対
す
る
措
置
命
令
に
係
る
損
失
補
償

道
路
管
理
者
は
、
道
路
管
理
者
に
よ
る
措
置
命
令
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
沿
道
区
域
内
に
あ
る
土
地
等
の
管
理
者
に
対

し
て
、
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
四
条
関
係
）

四

重
要
物
流
道
路
の
創
設

１

国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
の
構
造
、
貨
物
積
載
車
両
の
運
行
及
び
沿
道
の
土
地
利
用
の
状
況
並
び
に
こ
れ
ら
の
将
来

の
見
通
し
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
全
国
的
な
貨
物
輸
送
網
の
形
成
を
図
る
た
め
、
貨
物
積
載
車
両
の
能
率
的
な

運
行
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
特
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
道
路
に
つ
い
て
、
区
間
を
定
め
て
、
重
要
物
流
道
路
と
し
て
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

重
要
物
流
道
路
に
係
る
道
路
の
構
造
の
技
術
的
基
準
は
、
こ
れ
に
よ
り
重
要
物
流
道
路
に
お
け
る
貨
物
積
載
車
両
の

能
率
的
な
運
行
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
当
該
都

道
府
県
又
は
市
町
村
に
代
わ
っ
て
次
に
掲
げ
る
道
路
の
管
理
を
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
道
路
で
あ
る
指
定
区
間
外
の
国
道
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
の
維

(1)



持
（
道
路
の
啓
開
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）

イ

重
要
物
流
道
路

ロ

重
要
物
流
道
路
と
交
通
上
密
接
な
関
連
を
有
す
る
道
路
で
あ
っ
て
、
当
該
災
害
に
よ
り
当
該
重
要
物
流
道
路
の

交
通
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
貨
物
積
載
車
両
の
運
行
の
確
保
を
図
る
た
め
に
当
該
重
要
物
流
道

路
に
代
わ
っ
て
必
要
と
な
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
も
の

の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
道
路
で
あ
る
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事

(2)

(1)

（
第
四
十
八
条
の
十
七
か
ら
第
四
十
八
条
の
十
九
ま
で
関
係
）

五

道
路
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
を
受
け
た
者
に
対
し
、
道
路

管
理
上
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行
為
若
し
く
は
工
事
に
係
る
場
所
若
し
く
は
当

該
許
可
等
を
受
け
た
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行
為
若
し
く
は
工
事
の
状
況
若

し
く
は
工
作
物
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
二
条
の
二
関
係
）

六

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



第
二

道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

一

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
又
は
地
方
道
路
公
社
は
、
高
速

道
路
等
の
管
理
者
に
代
わ
っ
て
、
第
一
の
二
の
２
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
及
び
第
十
七
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

平
成
三
十
年
度
以
降
十
箇
年
間
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
道
路
の
改
築
又
は
修
繕
に
関
す
る
国
の
負
担
又
は

補
助
の
割
合
に
つ
い
て
、
十
分
の
七
の
範
囲
内
で
政
令
で
特
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

二

特
定
連
絡
道
路
の
工
事
に
係
る
資
金
の
貸
付
け

１

国
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
特
定
連
絡
道
路
工
事
施
行
者
（
道
路
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
特
定
連
絡
道
路
の

工
事
を
行
お
う
と
す
る
者
を
い
う
。
）
に
対
し
当
該
工
事
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
一
部
を
無
利
子
で
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
貸
し
付
け
る
こ
と



が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
一
項
関
係
）

２

１
の
「
特
定
連
絡
道
路
」
と
は
、
重
要
物
流
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

）
と
商
業
施
設
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
そ
の
他
の
施
設
で
そ
の
利
用
者
の
う
ち
相
当
数
の
者
が
当
該
重
要
物
流
道

路
を
通
行
す
る
も
の
と
を
連
絡
す
る
道
路
（
他
の
道
路
と
平
面
で
交
差
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
重
要

物
流
道
路
と
他
の
連
絡
道
路
（
当
該
重
要
物
流
道
路
と
当
該
施
設
と
を
連
絡
す
る
道
路
を
い
う
。
）
が
連
結
す
る
部
分

に
お
け
る
交
通
の
混
雑
を
緩
和
す
る
た
め
に
整
備
さ
れ
る
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
二
項
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
の
一
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）



四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
か
ら
第
八
条
関
係
）


